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川内原子力発電所対策調査特別委員会記録 
 

○開催日時 

令和３年１１月８日 午後１時２９分～午後１時５０分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第３委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（９人） 

   委 員 長  成 川 幸太郎 

   副委員長  坂 口 健 太 

   委  員  瀬 尾 和 敬 

   委  員  石野田   浩 

   委  員  森 永 靖 子 

委  員  森 満   晃 

委  員  山 元   剛 

委  員  坂 口 正 幸 

委  員  岩 切 正 之 

───────────────────────────────────────── 

○欠席委員（１人） 

   委  員  帯 田 裕 達 

───────────────────────────────────────── 

○その他の議員 

   議  員  犬 井 美 香  

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者

   危 機 管 理 監  佐 多 孝 一 

防 災 安 全 課 長  堂 元 光 信 

原 子 力 安 全 対 策 室 長  祁答院 欣 尚 

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員

   事 務 局 長  道 場 益 男 

   課 長  川 畑   央 

課 長 代 理  前 門 宏 之 

主幹兼議事グループ長  上 川 雄 之 

───────────────────────────────────────── 

○審査事件等 

 ⑴ 川内原子力発電所の運転状況について 

⑵ 川内原子力発電所１号機の定期検査計画の概要について 

⑶ 川内原子力発電所１，２号機の特別点検について 

⑷ 付託事項の見直しについて 

⑸ 現地視察について 

───────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（成川幸太郎）それでは、ただいま

から川内原子力発電所対策調査特別委員会を開会

いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により審査を進めたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（成川幸太郎）御異議ありませんの

で、お手元に配付しております審査日程により審

査を進めます。 

 ここで、傍聴の取扱いについて申し上げます。

現在、３名から傍聴の申出がありますので、これ

を許可します。 

 なお、会議の途中で追加の申出がある場合にも、

随時許可いたします。 

────────────── 

△川内原子力発電所の運転状況について 

○委員長（成川幸太郎）それでは、１番目の

川内原子力発電所の運転状況についてを議題とい

たします。 

 まず、当局に説明を求めます。 

○原子力安全対策室長（祁答院欣尚）それで

は、川内原子力発電所の運転状況について御説明

いたしますので、資料１を御準備ください。 

 まず、１、運転状況及び発電実績について、

１号機につきましては、１０月１７日から第

２６回定期検査を開始し、現在、運転を停止して

おります。 

 令和３年８月末現在の発電電力量は、表の下か

ら 二 つ 目 の 欄 に 記 載 を し て お り ま す が 、

３４ .８億キロワットアワー、設備利用率は

１０６.６％でございます。 

 ２ページをお開きください。 

 ２号機につきましては、１月２２日に第２４回

定期検査を終了し、通常運転に復帰をしておりま

す。 

 令和３年８月末現在の発電電力量は３４.８億

キロワットアワー、設備利用率は１０６.５％と

なっております。 

 なお、設備利用率が１００％を超えているのは、

許可出力が電気出力ではなく熱出力を一定とする、

定格熱出力一定運転によるためです。 

 ３ページを御覧ください。 

 ２、放射性廃棄物の管理状況について、１、

２号機の合計で令和３年８月末現在、気体廃棄物

の放出量は、表の下から２行目、６.２掛ける

１０の８乗ベクレルで、年間放出管理目標値

１.７掛ける１０の１５乗ベクレルを下回って管

理されております。 

 また、その右側の液体廃棄物の放出量について

は、検出限界値以下となっております。 

 なお、参考までに、トリチウムについて、一番

下に放出量の表を記載しておりますが、令和３年

４月から８月までの放出量は、９ .１掛ける

１０の１２乗ベクレルで、年間放出管理基準値

１.１掛ける１０の１４乗ベクレルを下回って管

理されております。 

 次に、４ページをお開きください。 

 固体廃棄物の貯蔵量ですが、８月末現在、

２ ０ ０ リ ッ ト ル ド ラ ム 缶 相 当 で 、 ２ 万

７,６４２本貯蔵されており、貯蔵容量約３万

７,０００本に対して、貯蔵率７４.７％となって

おります。 

 その下には、参考として令和３年度における月

別の発生量、焼却減容量、搬出量、貯蔵量を掲載

しておりますので御確認ください。 

 次に、３、使用済燃料の貯蔵状況ですが、８月

末 現 在 、 １ 、 ２ 号 機 の 合 計 で 貯 蔵 容 量

３,２２４体に対し、貯蔵量は２,２５４体で、貯

蔵率は６９.９％となっております。 

 次に、新燃料の保管状況ですが、８月末現在、

１、２号機の合計で７６体を保管しております。 

 最後に、トラブル等情報ですが、法に基づき国

へ報告を要する事象はございませんでした。 

○委員長（成川幸太郎）ただいま、当局から

説明がありましたが、これより質疑に入ります。

御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（成川幸太郎）質疑はないと認めま

す。 

 以上で、川内原子力発電所の運転状況について

を終了します。 

────────────── 

△川内原子力発電所１号機の定期検査計画

の概要について 

○委員長（成川幸太郎）それでは、２番目の

川内原子力発電所１号機の定期検査計画の概要に
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ついてを議題とします。 

 まず、当局に説明を求めます。 

○原子力安全対策室長（祁答院欣尚）それで

は、川内原子力発電所１号機の第２６回定期検査

計画の概要について御説明いたしますので、資料

２を御準備ください。 

 川内原子力発電所１号機第２６回定期検査につ

きましては、１０月１４日の主要事項処理経過報

告でお知らせした内容でもございますので、補足

する部分を中心に御説明いたします。 

 第２６回定期検査は、１０月１７日から実施さ

れておりまして、その検査、点検等のそれぞれの

項目について、実施する概略の作業内容をお示し

しております。 

 今回の定期検査に関しましては、主要な設備、

機器等の取替えなどの作業は予定をされておりま

せんで、各項目において予定されておる作業は、

毎回の定期検査ごと実施する内容でございます。 

 また今回、定期検査期間中に実施する主な工事

についても、燃料取替えのみが予定されていると

ころでございます。 

 経過でございますが、１０月１７日に原子炉を

停止され、２６日から燃料取出しなど、順調に進

められていると聞いております。 

 今後、各設備、機器について予定された作業内

容を順次実施され、その後、１２月中旬に起動、

１２月下旬に発電再開、状況変化による予定変更

の可能性もございますが、明けて１月中旬に通常

運転に復帰する予定でございます。 

○委員長（成川幸太郎）ただいま、当局から

説明がありましたが、これより質疑に入ります。

御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（成川幸太郎）質疑はないと認めま

す。 

 以上で、川内原子力発電所１号機の定期検査計

画の概要についてを終了します。 

────────────── 

△川内原子力発電所１、２号機の特別点検

について 

○委員長（成川幸太郎）次に、３番目の川内

原子力発電所１、２号機の特別点検についてを議

題とします。 

 まず、当局に説明を求めます。 

○原子力安全対策室長（祁答院欣尚）それで

は、川内原子力発電所１、２号機の特別点検につ

いて御説明いたしますので、資料３を御準備くだ

さい。 

 川内原子力発電所１、２号機の特別点検の実施

につきましては、１０月１４日付で主要事項処理

経過報告をし、同じ内容のものを今回、資料とし

ておりますので、補足しながら御説明いたします。 

 まず、資料裏面、２ページ目を御覧ください。 

 運転期間延長認可制度につきましては、もう皆

様御存じのとおりでございます。延長認可申請に

あたっては、特別点検の結果、技術的な評価、延

長しようとする期間における管理方針、この三つ

を添付しなければなりませんが、その申請の可否

を検討する過程において、延長しようとする期間

も、点検等の保全活動の実施により設備の健全性

を維持できるかについて判断する必要がございま

す。その判断材料とするため、これまでの運転で

生じた原子炉その他の設備の劣化状況を把握する、

いわゆる特別点検と、その結果を踏まえた原子炉

等の劣化状況に関する技術的な評価を行う必要が

ございます。 

 １ページにお戻りください。 

 特別点検の要求事項としております図がござい

ます。これは、原子力規制委員会の運転期間延長

認可申請に係る運用ガイドに示される特別点検の

対象の機器と部位、着目する劣化事象及び点検方

法について、図化をしたものでございます。 

 特別点検は、取替えの難しい原子炉等の機器に

関し、運転開始３５年以降に採取したデータにつ

いて、詳細に確認、評価するものですが、具体的

には、原子炉容器については、炉心領域―燃料

装荷された状態で燃料集合体が位置する範囲でご

ざいますが、その母材及び溶接部への超音波探傷

試験など、場所に応じて非破壊検査や目視により、

傷等の異常がないことの確認データが採取されま

す。 

 原子炉格納容器については、目視点検により、

鋼板表面の塗装の剥がれや腐食等の異常がないか

を、コンクリート構造物については、コアサンプ

ルの採取により強度や遮蔽能力等に関するデータ

を採取されますが、安全性や作業性の観点から、

前回及び今定期検査の期間中にデータが採取され

ます。 
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 これらのデータについて、今回、特別点検とし

て、要求された範囲のデータの有無とその結果に

ついての確認、データの採取体制とその力量の妥

当性についての評価を実施するものでございます。 

 １号機は１０月１８日から、２号機は明けて

２月下旬から実施をされ、個別の確認、評価には

半年程度かかる見込みとされているところでござ

います。 

○委員長（成川幸太郎）ただいま、当局から

説明がありましたが、これより質疑に入ります。

御質疑願います。 

○委員（森満 晃）今、説明いただきましたが、

この運転開始３５年以降の採取したデータという

ことで、このデータというのは通常、原子力発電

所の１号機、２号機の定期点検で、通常行われる

点検の内容を基にということでよろしいんですか。 

○原子力安全対策室長（祁答院欣尚）この特

別点検に用いる３５年以降に採取したデータ、こ

れにつきましては、この特別点検の要求事項とい

うところにございますが、通常の定期検査等で確

認するものについては原子炉容器の接続部分とか

主だった部分については探傷試験等を行っておら

れますが、今回、炉心領域の母材、原子炉容器の

いわば鋼板全体になります。全体、１００％を超

音波探傷試験をされるということで、接続部分と

か主だった部分じゃなくて全体をするということ

で、特別点検のデータに用いられるデータという

ことで説明を聞いております。 

○委員（森満 晃）理解しました。今後、この

特別点検が半年ぐらいかけて実施されると思うん

ですけれども、我々この原特のメンバーというの

は、やはりいろいろとそういった形で市民からい

ろいろと尋ねられる部分というのもあるんです。

ですので、具体的に通常の１、２号機の点検、そ

の原子炉容器なんかの点検する部分と、この特別

点検の部分というのを一つの表で比較するような

形で、何か表現していただければまた説明もしや

すいのかな、市民の皆様も分かりやすいのかなと

思うんですけどもいかがですか。 

○原子力安全対策室長（祁答院欣尚）準備は

してみたいと思います。なるべく早めにはちょっ

と準備をさせていただきたいと思います。 

○委員長（成川幸太郎）よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（成川幸太郎）質疑は尽きたと認め

ます。 

 以上で、川内原子力発電所１、２号機の特別点

検についてを終了します。 

 ここで、協議会に切り替えます。 

         ～～～～～～～～～ 

         午後１時４１分休憩 

         ～～～～～～～～～ 

         午後１時４６分開議 

         ～～～～～～～～～ 

○委員長（成川幸太郎）ここで、本会議に戻

します。 

────────────── 

△付託事項の見直しについて 

○委員長（成川幸太郎）それでは、付託事項

の見直しについてを議題とします。 

 それでは、付託事項の見直しについては、資料

のとおりとすることに御異議ありませんか。（巻

末に資料を添付） 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（成川幸太郎）御異議ありませんの

で、そのように決定しました。よって、委員長に

おいて、議長に付託事項の見直しを申し出ること

といたします。 

 なお、今後の取扱いについては、議会運営委員

会において了解をいただいた上で、本会議で御審

議いただくこととなると思いますので、あらかじ

め御承知おきください。 

 以上で、付託事項の見直しについてを終了しま

す。 

────────────── 

△現地視察について 

○委員長（成川幸太郎）それでは、５番目の

現地視察についてを議題とします。 

 まず、川内原子力発電所の現地視察についてで

ありますが、緊急時対策棟が完成したことから、

１２月定例会の会期中ではありますが、１２月

１５日、水曜日の午後に委員外議員へも案内の上、

現地視察を実施したいと思います。ついては、そ

のように取り扱うことで御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（成川幸太郎）御異議ありませんの

で、ただいまの説明のとおり川内原子力発電所の



- 5 - 

現地視察を実施することに決定しました。 

 次に、令和３年度原子力防災訓練について、来

年２月１１日、金曜日開催予定となっております

が、例年どおり防災訓練の現地視察を実施しては

どうかと考えております。 

 こちらについては、後日、詳細が決まり次第、

視察行程を調整し、委員外議員へもお知らせする

こととなりますが、例年どおり現地視察を実施す

ることで御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（成川幸太郎）御異議ありませんの

で、ただいまの説明のとおり原子力防災訓練の現

地視察を実施することに決定しました。 

 それでは、以上、２件の現地視察を実施するこ

とになりましたが、視察行程等に係る調整及び委

員派遣等の手続については、委員長に一任いただ

きたいと思います。ついては、そのように取り扱

うことで御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（成川幸太郎）御異議ありませんの

で、そのように決定しました。 

 以上で、日程の全てを終わりました。 

 ここで、委員長報告の取扱いについてお諮りし

ます。本日の委員会で調査しました１から３まで

の事項については、次期定例会において委員長報

告を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（成川幸太郎）御異議ありませんの

で、そのように決定しました。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（成川幸太郎）以上で、本日の委員

会を閉会したいと思いますが、御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（成川幸太郎）御異議ありませんの

で、以上で、川内原子力発電所対策調査特別委員

会を閉会いたします。 
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付託事項の見直しについて 

 

 

委 員 会 名 川内原子力発電所対策調査特別委員会 

付 託 事 項 

（変更前）川内原子力発電所の安全対策に関する調査 

（変更後）川内原子力発電所の安全対策及び関連する諸問題に 

    関する調査 

委 員 定 数 １０人 

設 置 期 間 調査終了まで 

閉 会 中 の 

委 員 会 活 動 
閉会中も付託事項について調査を行うことができる。 

 

 

 

 

 

提 案 理 由 

 川内原子力発電所に関する諸問題についても、今後、本委員会で調査することとした

いので、付託事項の見直しを提案しようとするものである。 

 これが本案提出の理由である。 

───────────────────────────────────────── 
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